
東京都私立専修学校設置認可取扱内規 

 

 

                                                      ５０総学二第８７１号 

                                                      昭和５１年３月１１日 

 

                                           

   最終改正 ７生私行第２８０８号 

                                                         令和７年１０月１０日 

  （趣  旨） 

  第１  私立専修学校（以下「専修学校」という。）の設置認可については、法令等の規

定によるほか、この取扱内規の定めるところによる。 

 

  （設置者） 

  第２  専修学校の設置者は、学校運営の安定性及び永続性を確保するため、原則として、

学校法人（私立学校法第１５２条第５項の法人を含む。）とする。 

 

  （高等課程の授業科目） 

  第３  専修学校の高等課程においては、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達

に応じて、おおむね１０分の１程度の一般的教養のための授業科目を開設するもの

とする。 

 

  （校長の資格） 

  第４  学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）第１２９条第２項

に規定する「教育、学術又は文化に関する業務に従事した者」とは、次に掲げる職

又は業務の一又は二以上を通算して５年以上従事した者をいう。 

     (1)法第１条に規定する学校（以下「１条校」という。）、専修学校又は法第１３４

条第１項に規定する各種学校の長の職 

     (2)１条校、専修学校又は各種学校の教員の職 

     (3)１条校の事務職員の職 

     (4)行政機関の教育、学術又は文化に関する業務 

     (5)議会の教育、学術又は文化関係委員の職 

     (6)民間の教育、学術又は文化に関する団体の役員又は職員の職 

    (7)更生保護事業等の業務 

    (8) (1)から(7)までのほか知事が適当と認めた業務 

 

  （教員の数） 

  第５  基幹教員は、学級を置く場合には学級数以上の数を、学級を置かない場合には課

程ごと、学科の属する分野ごとの生徒又は学生(以下「生徒等」という。) の総定員

を４０人で除して得た数以上の数を確保するものとする。ただし、通信制の学科を

除く。 

２  専修学校設置基準（昭和５１年文部省令第２号。以下「基準」という。）第３９

条別表第１備考第三項のイに規定する昼間学科と夜間等学科を併せ置く２部制の場

合は、基準別表第１に規定する数に０．２を乗じた数（１未満の数は切り上げ

る。）以上の教員を増員するものとする。 

３ 基準第４０条別表第３備考第三項のロに規定する主たる校地から遠く隔った場所



に面接による指導を行うための施設（以下「サテライト施設」という。）を設ける

場合は、教育に支障のないよう、当該施設の利用方法に応じた適切な教員数を増員

するものとし、少なくとも１名は増員するものとする。 

 

  （職員等） 

  第６  専修学校には、相当数の事務職員及び学校医を置くものとする。ただし、学校医

は、非常勤であっても差し支えないものとする。 

 

  （校地等） 

  第７ 基準第４５条に規定する校地等（以下「校地」という。）は、自己所有であり、

かつ、負担付きでないものとする。ただし、次のいずれかに該当し、教育上支障が

ないことが確実と認められる場合には、自己所有であることを要しない。 

     (1)借用部分が校地面積の２分の１以下で、所有することが困難な場合。ただし、特

別な事情があると認められる場合は、この限りでない。 

    (2)借用部分が国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は東京都住宅供給公

社の財産で、所有することが困難な場合 

    (3)借用部分が公益法人の所有で、当該法人の目的に照らし、設置者への寄付又は譲

渡が困難な場合 

    ２ １（１）及び（３）の場合においては、２０年以上の地上権又は賃借権を設定

し、登記することを要する。この場合、登記できない特別の事由がある場合には、

 公正証書を作成するものとする。 

    ３  １（２）の場合においては、長期にわたり、安定して使用できることが確実であ

る場合は、２０年未満の賃貸借契約等の締結による借用を認めるものとする。 

 

  （校舎等） 

  第８  基準第４６条に規定する校舎等（以下「校舎」という。）は、自己所有であり、

かつ、負担付きでないものとする。ただし、次のいずれかに該当し、教育上支障が

ないことが確実と認められる場合には、自己所有であることを要しない。 

     (1)自己所有部分が基準第４７条及び第４８条に規定する校舎の基準面積を満たし、

かつ、借用部分の面積が自己所有部分の面積を超えない場合で、所有することが困

難なとき。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。 

     (2)借用部分が国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は東京都住宅供給公

社の財産で、所有することが困難な場合 

    ２  １（１）の場合においては、２０年以上の賃借権を設定し、登記することを要す

る。ただし、登記できない特別の事由がある場合には、公正証書を作成するものとす

る。 

    ３  １（２）の場合においては、長期にわたり、安定して使用できることが確実であ

る場合は、２０年未満の賃貸借契約等の締結による借用を認めるものとする。 

４ 基準第４８条別表第４備考第三項のロに規定するサテライト施設を設ける場合

は、教育に支障のないよう、当該施設の利用方法に応じた適切な面積を増加するも

のとし、その最低面積は１００平方メートルとする。 

５ 通信制の学科を置く専修学校は、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び

発送のための施設を設けるものとする。ただし、教育上支障がない場合は、他の管

理室等と兼ねることができる。 

６  基準面積のうち、少なくとも５分の３以上は、直接生徒等の使用する教室又は実

習室等に充てるようにしなければならない。 



    ７  校舎には、普通教室、教員室、事務室、図書室、保健室及び便所を設けるものと

する。ただし、保健室は、管理上支障がない場合は、他の管理室等と兼ねることが

できる。 

    ８  普通教室の数は、学級を置く場合には学級数と同数を、学級を置かない場合には

特別教室及び実習実験室を含め同時に授業を行う組の数を確保するものとする。 

    ９  講義を主とする教室の一室当たりの面積は、同時に授業を行う生徒等４０人につ

き６０平方メートルを標準とする。ただし、同時に授業を行う生徒等が４０人以外

の場合については、生徒等一人当たり１．５平方メートルとして換算することがで

きる。 

  10  便所には、別表に定める数の便器を備えなければならない。 

    11  分教室は、本校の授業の一部として実施する実験又は実習に必要であると認めら

れるもので、かつ、当該授業に係る本校の施設設備を補完するものでなければなら

ない。 

  12 サテライト施設の取扱いは次のとおりとする。 

(1)当該施設及びその用地は専修学校の校舎・校地に含まれる。 

(2)９に定めるほか、演習等を主とする教室の面積は、生徒等一人当たり１．５平

方メートル以上とする。 

(3)当該施設で行う教育に必要な教室、保健室及び便所を設けるものとする。ただ

し、保健室は、管理上支障がない場合は、他の管理室等と兼ねることができる。 

 

  （設  備） 

  第９  基準第４９条に規定する設備は、原則として、設置者が所有しなければならない。 

    ２  専修学校には、その規模に応じ必要な消火、防火及び避難設備を設けなければな

らない。 

 

  （運用資金及び経費の維持） 

  第 10  専修学校の設置者は、設置認可の申請時において、開設年度の年間経常的経費

の４分の１に相当する運用資金を保有していなければならない。 

  ２ １の規定にかかわらず、第７ １（１）のただし書及び第８ １（１）のただし

書の規定により校地及び校舎又は校地若しくは校舎を借用する場合は、次に掲げる

運用資金を保有すること。 

   (1)校地及び校舎を借用する場合 

    年間経常的経費の修業年限分以上 

   (2)校地又は校舎を借用する場合 

    開設年度の経常的経費１年分及び修業年限から１年を差し引いた年数分の賃借料

    ３  専修学校の設置者は、学校経営が営利的でなく、次の事項に適合するよう経営を

   行わなければならない。 

     (1)学校法人会計基準に準じて会計処理されていること。 

     (2)専修学校教育以外の事業を行う場合には、経理・経営が明確に区分されているこ

と。 

     (3)生徒等納付金の総額は、年間経常的経費のおおむね１．５倍相当額の範囲内であ

ること。 

 

  （負  債） 

  第 11  専修学校設置者の負債は、日本私立学校振興・共済事業団、公益財団法人東京

都私学財団又は確実な金融機関が行う貸付け又は融資に限るものとする。 



    ２  １の負債は、当該専修学校の校地取得費又は校舎建築費の２分の１以内で、か

つ、次に該当するものとする。 

     (1)適正な返還計画があり、かつ、実行可能であること。 

     (2)負債額が設置者の総資産の３０パーセント以内であること。 

     (3)各年の返還額が年間の事業活動収入の１０パーセント以内であること。 

    ３  １の負債に関しては、第７及び第８の規定にかかわらず、抵当権の設定をするこ

とができる。 

 

  （開校の時期） 

  第 12  専修学校の開校の時期は、４月又は１０月とする。 

 

  （設置認可手続） 

  第 13  専修学校の設置認可申請は、認可申請書に別に定める書類を添えて、４月開校

の場合にあっては当該学校の開校年度の前々年度の３月３１日までに、１０月開校

の場合にあっては当該学校の開校年度の前年度の９月３０日までに行わなければな

らない。ただし、申請に係る専修学校の校舎建設工事は遅くとも開校の３箇月前ま

でに竣工させるものとし、当該工事の着手前に十分の期間を設けて申請しなければ

ならない。 

    ２  設置認可申請書を受け付けた所轄庁は、当該申請書の内容が適当でないと認める

ときは、申請者に対し、速やかにその旨通知するものとする。 

    ３  区長又は市長を所轄庁とする専修学校の設置認可に係る知事に対する東京都私立

      学校審議会（以下「審議会」という。）への諮問依頼は、毎月２０日（当日が東京

   都の休日に関する条例（平成元年東京都条例第１０号）第１条第１号及び第２号に

   当たる場合は、その翌日）までに行うものとする。 

    ４  知事は、３の諮問依頼を受け付けた場合は、その内容を審査し、審議会に諮問す

るものとする。 

    ５  設置認可申請者の校舎等の建設は、当該学校の設置計画についての審議会の審議

を経て、所轄庁が設置計画の承認を通知した後に行うものとする。 

    ６  専修学校の設置認可は、設置計画との整合性を確認した後に行うものとする。 

 

  （学校の名称） 

  第 14  専修学校は、１条校の名称、１条校に類似する名称又は研究機関若しくは私塾

等に類似する名称を使用してはならない。 

    ２  専修学校の名称は、既存の認可学校の名称と同一若しくは紛らわしいものであっ

てはならない。 

 

  （標  示） 

  第 15  専修学校は、設置認可を受けたことを標示することができる。 

    ２  １の標示は、知事の認可を受けた場合は「東京都知事認可」、区長の認可を受け

た場合は「○○区長認可」、市長の認可を受けた場合は「○○市長認可」とする。 

 

  （各種申請・届様式） 

  第 16  専修学校に関する各認可申請及び諸届の手続様式は、別に定めるところによる。 

 

 

  附則（２０生文私行第２７２１号） 



    この取扱内規は、平成２０年１１月１４日から施行する。 

 

  附則（２１生文私行第３１８１号） 

    この取扱内規は、平成２２年４月６日から施行する。 

 

 

  附則（２４生私行第３４５３号） 

    この取扱内規は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

  附則（２７生私行第３５２３号） 

    この取扱内規は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

  附則（４生私行第４１３９号） 

    この取扱内規は、令和５年４月１日から施行する。 

  ２ 令和６年度までに行おうとする専修学校の設置の認可の申請に係る審査について

は、なお従前の例による。 

  ３ 現に設置されている専修学校について、改正後の第５（教員の数）の規定の適用

については、なお従前の例によることができる。 

  ４ 前項の規定にかかわらず、令和７年度以後に行おうとする高等課程、専門課程若

しくは一般課程の設置若しくは専修学校の目的の変更の認可の申請又は学科の設置

に係る学則の変更若しくは分校の設置の届出をする場合には、当該認可の申請又は

届出に係る専修学校については、改正後の取扱内規の規定を適用する。 

 

  附則（７生私行第２８０８号） 

    この取扱内規は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

   別表 

 

            専修学校便器設置基準数 

 

 

区  分 

 

40人 41人～100 人 101 人以上 

小便器 大便器 小便器 大便器 小便器 大便器 

 

男  子 
２ ２ ３ ２ ４ ２ 

 

女  子 
 ３  ４  ５ 

 


